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Ｅ 大気環境に関すること【環境関係】 

 

 
 

担当部署 環境農政局環境部環境課大気・交通環境グループ   電話045-210-4111 

Ｅ－19 
事前調査の資料について、発注者に対して書面にて説明した後は、破棄してもよい

ですか。（令和５年１月13日追加） 

【答】 

事前調査に関する記録の他、発注者に対して書面にて説明した事前調査の資料の写しは、元請業

者が解体等工事の終了した日から３年間保存しなければなりません。ただし、電磁的記録を使用し

て保存することもできます。 

 

参考 

○令和２年11月30日付け環水大大発第2011301号 環境省水・大気環境局長通知「大気汚染防 

止法の一部を改正する法律の施行等について 第３ 事前調査 ４ 事前調査に関する記録」 

https://www.env.go.jp/air/air/osen/R1-Main13.pdf 


